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別 紙 

 

委託先に対する秘密保全検査実施要領 

 

第１ 趣 旨 

この要領は、秘密保全に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第３６号。

以下「省秘訓令」という。）第２９条、特定秘密の保護に関する訓令（平

成２６年防衛省訓令第６４号。以下「特秘訓令」という。）第３７条、

特別防衛秘密の保護に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第３８号。以

下「特防秘訓令」という。）第２７条、秘密保全に関する達（平成１９

年海上自衛隊達第１６号。以下「省秘達」という。）第２９条及び特別

防衛秘密の保護に関する達（平成１９年海上自衛隊達第１８号。以下「特

防秘達」という。）第２６条の規定に基づき、省秘（省秘訓令第２条第

１項に規定する秘密をいう。以下同じ。）、特定秘密（特定秘密の保護

に関する法律（平成２５年法律第１０８号）第３条第１項に規定する特

定秘密をいう。以下同じ。）又は特別防衛秘密（日米相互防衛援助協定

等に伴う秘密保護法（昭和２９年法律第１６６号）第１条第３項に規定

する特別防衛秘密（特定特別防衛秘密（特防秘訓令第１５条第１項の規

定により指定された特別防衛秘密をいう。以下同じ。）を含む。）をい

う。以下同じ。）の取扱いに係る物件の製造又は役務の提供等の契約を

締結した者（省秘訓令第３０条、特秘訓令第３７条及び特防秘訓令第２

８条に定める下請負者を含む。以下「委託先」という。）に対する秘密

の保全状況の検査、特定秘密の取扱いの状況の検査及び特別防衛秘密の

保護の状況の検査（以下「保全検査」という。）を実施するために必要

な事項を定める。 

 

第２ 用語の定義 

この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１）契約担当官等 海上自衛隊契約規則（平成２７年海上自衛隊達第４

号）第２条に規定する契約担当官等をいう。 

（２）防衛省の契約担当官等 防衛省所管契約事務取扱細則（平成１８年

防衛庁訓令第１０８号）第２条に規定する契約担当官等（防衛装備庁

の契約担当官等を含む。）をいう。 

（３）部隊等 海上幕僚監部の各部各課等（室又はこれに準ずるものを含

む。）、防衛大臣直轄部隊及び当該部隊の編成に加わる各級の部隊及
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びクルー並びに機関（海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含

む。）をいう。 

（４）総括者 委託先の省秘若しくは特別防衛秘密の管理全般に係る総括

的な責任者又は特定秘密の保護に関する業務を管理する者をいう。 

（５）契約担当官等の代理者 委託契約に係る調達要求を行う部隊等の長

（調達要求を行う部隊等の長が、契約担当官等の属する部隊等の長又

はその職務上の上級者となる場合は、当該調達要求を行う部署等の長

とする。以下同じ。）をいう。 

（６）特約条項 省秘訓令第２９条第１項、特秘訓令第３７条第１項及び

特防秘訓令第２７条第１項に基づき契約に附帯する特約条項をいう。 

（７）保全検査者 保全検査を実施する契約担当官等の代理者又は依頼を

受けて保全検査を実施する者をいう。 

（８）保全検査官 保全検査者が、所属する職員のうちから指名し、実地

による保全検査を行わせる者をいう。 

 

第３ 保全検査 

１ 特約条項を附帯した契約（同一委託先における特約条項を附帯した契

約の履行期間が通じて１か月未満である場合を除く。）（以下「契約」

という。）を締結したとき、契約担当官等の代理者は、契約の履行期間

において、委託先に対し毎月１回以上、実地により保全検査を行う。た

だし、当該月に、第４第１項の各号に掲げる秘密の区分を同一とする他

の防衛省の契約担当官等が結んだ契約に基づく保全検査を実施している

場合であって、かつ、所要の検査項目を網羅できる場合は、当該他の防

衛省の契約担当官等が結ぶ契約に基づく保全検査結果の確認（委託先が

保全検査を実施した場合を含む。）をもって、当該契約における保全検

査に代えることができる。 

２ 複数の契約に基づいて、同一の委託先に対し実地による保全検査を実

施する場合であって、各特約条項で規定される特定資料又は特定物件（以

下「特定資料等」という。）及び所要の検査項目を網羅できる場合、保

全検査をまとめて実施することができる。 

３ 前項の規定により保全検査を実施するにあたり、契約担当官等の代理

者が複数存在する場合、契約担当官等の代理者同士の協議により実地に

よる保全検査を実施する契約担当官等の代理者を取り決め、契約を所掌

する契約担当官等の了承を得た上で、当該契約担当官等の代理者に依頼

することができる。 

４ 第２項の規定により保全検査を実施するにあたり、当該複数の契約を
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２以上の異なる契約担当官等が所掌する場合、各契約担当官等の代理者

同士の協議により、実地による保全検査を実施する契約担当官等の代理

者を取り決め、契約を所掌する契約担当官等を通じて保全検査を依頼す

ることができる。 

５ 契約担当官等の代理者は、前４項に規定する実地による保全検査の実

施又は依頼をすることが困難である場合、その指揮系統上の上級部隊等

の長又は契約担当官等の代理者若しくは委託先と同一警備区（自衛隊法

施行令（昭和２９年政令第１７９号）第２７条に定める警備区域をいう。

以下同じ。）にある地方総監部防衛部長又は当該委託先の近傍に所在す

る他の部隊等の長に、協議の上、実地による保全検査を依頼することが

できる。 

６ 前３項による協議は、付紙様式第１により保全検査の実施に必要とな

る事項を添えて行うものとする。 

７ 前項による協議後の保全検査の依頼は、付紙様式第２により行うもの

とする。 

８ 実地による保全検査の依頼を受けた者は、保全検査の実施にあたり、

必要な支援（人員の派出を含む。）を当該保全検査の依頼者及び他の部

隊等の長に求めることができる。 

９ 契約担当官等の代理者は、やむを得ない理由により第１項から第５項

に規定する実地による保全検査の実施又は依頼が困難と認められるとき

は、委託先の総括者に当該月の保全検査を行わせることができる。 

１０ 役務の提供等に係る契約において、その履行場所が秘密保全上の必

要な措置を講じられた官側施設（艦船を含む。）内である場合、付紙様

式第３及び付紙様式第４の注釈に示す官側施設内で役務を提供する委託

先が責任を負うべき検査項目を除き、検査を省略することができる。 

 

第４ 保全検査官 

１ 保全検査者は、第３に規定する実地による保全検査について、所属す

る職員のうちから、次の各号に掲げる秘密区分に応じて、当該各号に定

めるところにより保全検査官を指名して、行わせることができる。 

（１）省 秘 

秘密の取扱いに関する適格性の確認等に関する訓令（平成２１年防

衛省訓令第２５号）（以下「適格性訓令」という。）第６条に規定す

る秘密を取り扱うことができる職員の中から指名する。 

（２）特定秘密 

特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令（平成２６
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年防衛省訓令第６５号）第２４条に規定する通知により、特定秘密を

漏らすおそれがないとされた者の中から指名する。 

（３）特別防衛秘密 

適格性訓令第６条に規定する秘密を取り扱うことができる職員の中

から指名する。ただし、特定特別防衛秘密にあっては、当該特定特別

防衛秘密を取り扱うこととされた者のうちから指名する。 

２ 前項の保全検査官の指名は、省秘又は特別防衛秘密にあっては保全責

任者（省秘達第５条又は特防秘達第５条で定める保全責任者をいう。）、

特定秘密にあっては保護業務責任者（特秘訓令第５条第３項で定める保

護業務担当者のうちから指名された責任者をいう。）をもって充てるこ

とを基準とする。 

３ 保全検査者は、第１項の規定による保全検査官の指名又はその解除に

ついて、保全検査官指名簿（付紙様式第３）に記録し、指名の状況を常

に明確にするものとする。 

４ 保全検査者は、保全検査官に保全検査の実施日時等について、委託先

と調整させるものとする。 

 

第５ 保全検査官の担当区分及び保全検査官補助者 

１ 保全検査者は、第４の規定により保全検査官を指名した場合は、その

担当する委託先等を明確にするため、付紙様式第４に定める保全検査担

当区分表を作成するものとする。 

２ 保全検査者は、前項に規定する保全検査担当区分表に記載した内容に

変更、追加等があったときは、遅滞なく当該保全検査担当区分表を更新

するものとする。 

３ 保全検査官は、第３に規定する保全検査について、保全検査者の部隊

等に所属する職員及び第３第８項に基づき派出された者のうちから、秘

密区分に応じて、第４第１項各号に定めるところにより保全検査官補助

者を指名して、第３に規定する保全検査に係る業務を補助させることが

できる。 

４ 保全検査官は、保全検査官補助者を指定した場合、保全検査担当区分

表により、その担当区分を指定するものとする。 

 

第６ 保全検査官の教育 

１ 保全検査者は、毎年度１回以上、保全検査を実施するに当たり必要な

教育を保全検査官に対し実施するものとする。ただし、同一年度内に既

に保全検査官として所要の教育を受けている者については、これを省略
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することができる。 

２ 保全検査者は、前項に規定する教育を実施するに当たり、海上幕僚監

部指揮通信情報部情報課長（以下「海幕情報課長」という。）に対し必

要な協力を求めることができる。 

 

第７ 保全検査時の措置 

１ 保全検査官は、保全検査において改善等を要する事項が認められたと

きは、当該委託先の総括者に対し、適切な措置を講ずるよう指示するも

のとし、当該指示に係る措置の状況確認は、当該委託先に対する翌月の

保全検査において行うものとする。ただし、履行終了等に伴い翌月の保

全検査を行わない場合は、当該委託先の総括者をして、期限を決めて保

全検査者に措置の状況を報告させるものとする。 

２ 保全検査の対象である委託先が、他の防衛省の契約担当官等との契約

に基づく保全検査において、改善等を要する事項に係る指示を受けてい

る場合又は新たに受けた場合、保全検査官は、当該委託先の総括者に対

し、当該指示の内容を保全検査者に報告させるものとする。 

３ 保全検査官は、保全検査において省秘、特定秘密及び特別防衛秘密（以

下「秘密等」という。）の漏えい、紛失、破壊等の事故（以下「事故」

という。）が発生したと認められるとき（事故の疑い又は事故につなが

るおそれのあるときを含む。）は、当該委託先の総括者に対し、直ちに

事故の内容に応じた適切な措置を行うよう指示するとともに、保全検査

者に通報させるものとする。 

４ 前項の規定による通報を受けた保全検査者は、速やかに当該事故につ

いて把握し得る限りの全ての内容を、当該委託先の総括者から契約担当

官等の代理者に報告させるものとする。 

５ 前項の規定による報告を受けた契約担当官等の代理者は、速やかに当

該契約を所掌する契約担当官等に報告するとともに、海上自衛隊一般事

故調査及び報告等に関する達（昭和４３年海上自衛隊達第２３号）第３

章に準じて速報するものとするほか、海幕情報課長及び秘密区分に応じ

て次の各号に定める宛先に通知するものとする。ただし、契約担当官等

の代理者と重複する宛先を除く。 

（１）省 秘 

当該特定資料等に係る秘の指定者及び管理者又はその職務上の上級

者 

（２）特定秘密 

特定秘密管理者（海上幕僚長）及び当該特定資料等に係る特定秘密
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管理者補又はその職務上の上級者 

（３）特別防衛秘密 

当該特定資料等に係る自衛艦隊司令官等（特防秘達第２条第１項に

規定する自衛艦隊司令官等をいう。）経由、海上幕僚長及び管理者又

はその職務上の上級者 

 

第８ 保全検査報告 

１ 保全検査官は、保全検査の結果について、次に掲げる区分に応じて保

全検査報告書を作成し、保全検査者に報告するものとする。 

（１）省秘及び特別防衛秘密 

付紙様式第５による。 

（２）特定秘密 

付紙様式第６による。 

２ 依頼により保全検査を実施した保全検査者が、前項の規定により保全

検査官から報告を受けた場合は、その内容を、当該保全検査の依頼者に

通知するものとする。 

３ 契約担当官等の代理者は、第３第９項の規定により、委託先の総括者

に保全検査を実施させる場合は、当該委託先の総括者をして、検査の結

果を次の各号に掲げる区分に応じて契約担当官等の代理者に報告させる

ものとする。 

（１）省秘及び特別防衛秘密 

付紙様式第５による。 

（２）特定秘密 

付紙様式第６による。 

４ 付紙様式第５及び付紙様式第６の各保全検査事項の評価の基準は、次

表に掲げるとおりとする。 
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Ａ 

(良 好) 

定められた秘密等の保全及び保護の対策（以下「保全対

策」という。）が、良好かつ適切に実施されている。 

Ｂ 

(要改善) 

（１）軽微な指摘事項（記録の一部記入漏れ、誤記等）は

あるが、即時に是正が確認でき、全般としては良好に

保全対策が実施されている。 

（２）保全対策が秘密等の取扱いの現状と符合しない部分

があり、保全対策の一部見直しが必である。 

Ｃ 

(不 良) 

（１）保全対策を実施していない事項がある。 

（２）保全対策の実施の内容が不十分であり、秘密等の事

故につながるおそれがある。 

（３）保全対策が秘密等の取扱いの現状と符号せず、保全

対策の全面的な見直しが必要である。 

 

５ 契約担当官等の代理者は、第１項から第３項の規定により報告又は通

知された保全検査の結果に不良事項を認めたときは、速やかに当該契約

を所掌する契約担当官等及び海幕情報課長に通知するものとする。 

６ 海幕情報課長は、前項の規定による通知を受けたときは、保全検査者

に対し秘密等の保全又は保護に必要な指導等を行うものとする。 

 

第９ 保全検査結果の定期報告 

契約担当官等の代理者は、第８の規定による保全検査の結果を四半期

ごとにとりまとめて、付紙様式第７により、当該契約を所掌する契約担

当官等に報告するものとするとともに、海幕情報課長にその写しを送付

するものとする。 

 

第１０ 保全事故発生時の保全検査等 

１ 契約担当官等の代理者は、委託先の総括者から秘密等の事故の報告を

受けた場合は、速やかに当該委託先に対し実地による保全検査を実施す

るものとする。 

２ 前項の規定による保全検査は、第４の規定による保全検査官に実施さ

せることができるほか、第５の規定による保全検査官補助者に保全検査

に係る業務を補助させることができる。 

３ 前２項の規定に基づき保全検査を実施した契約担当官等の代理者又は

依頼を受けた保全検査者から保全検査の結果通知を受けた契約担当官等

の代理者は、速やかに当該契約を所掌する契約担当官等及び海幕情報課



 

９ 

長に報告又は通報するものとする。 

４ 当該契約を所掌する契約担当官等は、海幕情報課長の協力を得て、当

該事故に係る保全検査、事故調査その他の事項について必要な措置を講

ずるものとする。 

 

 



 

１０ 

付紙様式第１ 

発 簡 番 号 

年  月  日 

 

（契約担当官等の代理者） 殿 

 

（契約担当官等の代理者）       

 

委託先に対する秘密保全検査の依頼について（協議） 

 

標記について、下記のとおり実施されたく協議する。 

 

記 

 

１ 対象となる契約 

（１）調達要求番号 

（２）契約件名 

（３）契約相手方 

 

２ 保全検査の実施に必要となる事項 

  別紙のとおり。 

 

 

添付書類：別 紙 

写送付先： 

 

 

 

 

注：１ 属紙様式を別紙として添付する。 

２ 当該契約に係る契約担当官等を写送付先とする。 

３ 協議を受ける契約担当官等の代理者を文書の宛先とすることができない場

合は、その者が属する直近の職務上の上級者を宛先とする。 

４ 協議を行う契約担当官等の代理者が文書の発簡権者でない場合は、その者

が属する直近の職務上の上級者を発簡者とする。 



 

１１ 

属紙様式 

 

保全検査の実施に必要となる事項 

 

【契約担当官等の代理者：            】 

 

１ 委託先名（委託先が保有する保全施設等名） 

 

２ 保全検査の依頼時期（契約履行期間） 

  年  月   ～   年  月 

（  年  月  日～   年  月  日） 

 

３ 特定資料等の状況 

以下のとおり。 

秘密区

分 

文書

又は 

物件

の別 

登録番号 
一連

番号 
件 名 

委託先に

おいて保

管する期

間（予定を

含む。） 

記 事 

       

       

       

４ その他（保全検査の実施にあたり留意すべき事項等） 

 

 

 

注：１ 秘密区分欄は、省秘、特定秘密又は特別防衛秘密（特定特別防衛秘密）を

記載する。 

  ２ 件名秘の場合、件名には秘とならない略称等を記載する。 

  ３ 特定秘密の場合、記事欄に指定の整理番号を記載する。 

  ４ 特定特別防衛秘密の場合、記事欄にその種類（イージス、Ｐ－３Ｃ等）を

記載する。 

  ５ 個別の物件について、その形状、保管状況等が保全検査の実施に影響する

と予想される場合は、記事欄にその旨を記載する。 



 

１２ 

付紙様式第２ 

発 簡 番 号 

年  月  日 

 

（保全検査の依頼を受ける者） 殿 

 

 （契約担当官等又は契約担当官等の代理者）       

 

委託先に対する秘密保全検査について（依頼） 

 

標記について、下記のとおり委託先に対する秘密保全検査を依頼する。 

 

記 

 

１ 対象となる契約 

（１）調達要求番号 

（２）契約件名 

（３）契約相手方 

 

２ その他 

   

 

 

関連文書：１  

２  

写送付先： 

 

 

 

注：１ 協議及びその回答に係る文書を関連文書とする。 

２ 保全検査の依頼を受ける者が他の契約担当官等の代理者である場合、当該

他の契約担当官等を写送付先とする。 

３ 保全検査の依頼を受ける者を文書の宛先とすることができない場合は、そ

の者が属する直近の職務上の上級者を宛先とする。 

４ 保全検査を依頼する者が文書の発簡権者でない場合は、その者が属する直

近の職務上の上級者を発簡者とする。 



 

 

付紙様式第３ 

保全検査官指名簿 

 

保全検査者の部隊等名：             

契約担当官等の代理者：             

整理 

番号 

所属部隊及 

び所属課等 

官 職 

氏 名 

検査し得る 

秘密の種類 

担当する 

委託先の名称 
指定年月日 解除年月日 備 考 

        

        

        

        

 

 

 

注：１ 「検査し得る秘密の種類」の欄には、検査することのできる全ての秘密区分を記入する。 

記入例：「省秘」、「特秘」、「特防」、「特防（特特防）」 

２ 異動その他の理由により、検査を行うことができなくなった職員については、斜線又は取消線で抹消する等の手段によ

り、明確に把握できるよう管理する。 １
３

 



 

 

付紙様式第４ 

 

保全検査担当区分表 

 

整理

番号 
担当する委託先の名称 

保全検査官又は 

保全検査官補助者の指名 検査し得る 

秘密の種類 

保全検査実施計画 備 考 

  年   年  

所属部隊及

び所属課等 

官 職 

氏 名 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3  

                  

                  

                  

                  

注：１ 「検査し得る秘密の種類」の欄には、検査することのできる全ての秘密区分を記入する。 

記入例：「省秘」、「特秘」、「特防」、「特防（特特防）」 

２ 異動その他の理由により、検査を行うことができなくなった職員については、斜線又は取消線で抹消する等の手段に

より、明確に把握できるよう管理する。 

３ 備考欄には、「検査官」又は「補助者」の別及び指名年月日等を記入する。 

 

１
４

 



 

１５ 

付紙様式第５ 

 

保全検査報告書（特定特別防衛秘密・特別防衛秘密・省秘） 

委託先名 
   

 

委託先の所在地 
   

 

委託先の保全責任者 

（部署・役職等） 

 

 

  

委託先の検査立会者 

（部署・役職等） 

 

 

  

保全検査事項 評 価 所見等 

⑴ 関係簿冊の整備・記録及び保管の状況   

⑵ 秘密文書等の接受、取扱い及び保管の状況   

⑶ 秘密の文書及び図画の原稿及び原紙の処分の状況   

⑷ 保管容器の状況   

⑸ 鍵の取扱い及び保管の状況   

⑹ 秘密文書等の貸出、閲覧、送達及び秘密事項の伝達の状況   

⑺ 秘密文書等の製作及び複製の状況   

⑻ 保全施設の整備状況及び立入に関する統制措置   

⑼ 保全教育の状況   

⑽ 秘密保護適格証明書の取扱いの状況   

⑾ 社内保全検査の状況（検査体制・方法・内容）の状況   

⑿ 下請負先に対する指導及び監督の状況   

⒀ 管理者及び保全責任者の秘密の保全に関する適切な指導の状況   

⒁ 秘密を取り扱う全社員等に対する守秘義務の自覚に関する措置   

⒂ 保全施設内におけるパソコンの取扱い及び管理状況   

⒃ 前各事項以外の検討又は改善を指示した事項 

 

保全検査年月日          年   月   日 

 

保全検査官     所属     官職     氏名       

注：１ 保全検査報告書の（ ）内は、検査を実施していない秘密区分については抹

消する。例：（特定特別防衛秘密・特別防衛秘密・省秘） 

２ 所見等欄に記入できないときは、別途用紙を追加し添付すること。 



 

１６ 

３ ⑵又は⑶の詳細については、属紙様式により報告する。 

４ 本文第３第７項に示す官側施設内で役務を提供する委託先が責任を負うべ

き検査項目は、⑹、⑺、⑼、⑽、⑿、⒀、⒁及び⒃とする。 

５ 保全検査官の氏名欄は自著又はこれに代えて本人確認が可能となる記録

（例：記名押印）とする。 



 

 

 

属紙様式 

秘密文書等の接受、取扱い及び保管の状況 

１ 秘密文書等の保管の状況 

（１）省 秘 

 

Ａ Ｂ Ｃ 保管数 

前回検査時の

保管数（指定前

秘を除く。） 

増加要因 減少要因 Ａ＋Ｂ－Ｃ 指定前 

供与 複製 作成 接受 計 
返却 

/提出 
解除 廃棄 送達 

その他 

(  ) 
計   

件数               

部数               

備考  

 

注：１ Ａ～Ｃ各欄には、既に防衛省から省秘（秘密）に指定されているものを計上する。 

２ 保管数の指定前のものについては、その名称を備考欄に記載する。 

３ 文書及び図画（電磁的記録を含む。）と物件はそれぞれ別葉で作成する。 

４ Ｂ欄の「供与」には、防衛省から貸与された文書等の数を計上する。同じく「接受」には、下請負者（又は元請負者）

から送達された文書等の数を計上する。 

５ Ｃ欄の「返却／提出」には、防衛省に返却した文書等及び契約において作成又は複製した文書等で防衛省に提出したも

のの数を計上する。同じく「送達」には、下請負者（又は元請負者）に送達した文書等の数を計上する。 

６ Ｃ欄の「その他（ ）」には、紛失等の事故により減少した文書等の数を計上し、（ ）内に事故の事由を記載する。 １
７

６
 



 

 

 

（２）特別防衛秘密 

 

Ａ Ｂ Ｃ 保管数 

前回検査時の

保管数（指定

前秘を除く。） 

増加要因 減少要因 

Ａ＋Ｂ－Ｃ 指定前 
供与 複製 作成 接受 計 

返却/

提出 
解除 廃棄 送達 

その他 

（  ） 
計 

機密 
件数               

部数               

極秘 
件数               

部数               

秘 
件数               

部数               

計 
件数               

部数               

備 考  

注：１ Ａ～Ｃ各欄には、既に防衛省から特別防衛秘密に指定されているものを計上する。 

２ 保管数の指定前のものについては、その名称を備考欄に記載する。 

３ 文書及び図画（電磁的記録を含む。）と物件はそれぞれ別葉で作成する。 

４ Ｂ欄の「供与」には、防衛省から貸与された文書等の数を計上する。同じく「接受」には、下請負者（又は元請負者）から送達された文

書等の数を計上する。 

５ Ｃ欄の「返却／提出」には、防衛省に返却した文書等及び契約において作成又は複製した文書等で防衛省に提出したものの数を計上する。

同じく「送達」には、下請負者（又は元請負者）に送達した文書等の数を計上する。 

６ Ｃ欄の「その他（ ）」には、紛失等の事故により減少した文書等の数を計上し、（ ）内に事故の事由を記載する。 １
８

６
 



 

 

 

（３）特定特別防衛秘密 

 

Ａ Ｂ Ｃ 保管数 

前回検査時の

保管数（指定

前秘を除く。） 

増加要因 減少要因 

Ａ＋Ｂ－Ｃ 指定前 
供与 複製 作成 接受 計 

返却/

提出 
解除 廃棄 送達 

その他 

（  ） 
計 

機密 
件数               

部数               

極秘 
件数               

部数               

秘 
件数               

部数               

計 
件数               

部数               

備 考  

注：１ Ａ～Ｃ各欄には、既に防衛省から特別防衛秘密に指定されているものを計上する。 

２ 保管数の指定前のものについては、その名称を備考欄に記載する。 

３ 文書及び図画（電磁的記録を含む。）と物件はそれぞれ別葉で作成する。 

４ Ｂ欄の「供与」には、防衛省から貸与された文書等の数を計上する。同じく「接受」には、下請負者（又は元請負者）から送達された文

書等の数を計上する。 

５ Ｃ欄の「返却／提出」には、防衛省に返却した文書等及び契約において作成又は複製した文書等で防衛省に提出したものの数を計上する。

同じく「送達」には、下請負者（又は元請負者）に送達した文書等の数を計上する。 

６ Ｃ欄の「その他（ ）」には、紛失等の事故により減少した文書等の数を計上し、（ ）内に事故の事由を記載する。 １
９

６
 



 

 

 

２ 秘密保護適格証明書の取扱いの状況 

 前回検査時発行枚数 前回検査時以降発行枚数 前回検査以降回収枚数 検査時発行枚数 

省 秘     

特別防衛秘密     

特定特別防衛秘密     

計     

 

 

２
０

 



２１ 

 

付紙様式第６ 

保全検査報告書（特定秘密) 

委託先名 
 

 

委託先の所在地 
 

 

委託先の保全責任者 

（部署・役職等） 

 

委託先の検査立会者 

（部署・役職等） 

 

保全検査事項 評価 所見等 

⒧ 特定秘密を取り扱わせることができる範囲の指定の状況   

⑵ 特定秘密関係社員の名簿の指定・管理、報告の状況   

⑶ 特定秘密の適格証明書の取扱いの状況   

⑷ 特定秘密文書等の保管の状況   

⑸ 特定秘密の指定、有効期間の満了又は延長、指定の解除に係る

通知又は周知の状況 

  

⑹ 特定秘密文書等の作成、運搬、交付、伝達、廃棄その他の手続

の状況 

  

⑺ 特定秘密の保護に関する関係簿冊等の記録の状況   

⑻ 立入禁止区域における施設設備及び保管容器の状況   

⑼ 立入禁止区域における電子計算機の取扱いの状況   

⑽ 立入禁止区域における特定秘密の電磁的記録の取扱いの状況   

⑾ 特定秘密の保護に関する保全教育の実施の状況   

⑿ 社内保全検査（検査体制・方法・内容）の状況   

⒀ 下請負先に対する指導及び監督の状況   

⒁ 業務管理者及び保全責任者（保護業務責任者）の特定秘密の保

護に関する適切な指導の状況 

  

⒂ 秘密を取り扱う全社員等に対する守秘義務の自覚に関する措置   

⒃ 前各事項以外の検討又は改善の指示をした点 

 

保全検査年月日          年   月   日 

 

保全検査官     所属     官職     氏名       

注：１ 所見等欄に記入できないときは、別途用紙を追加し添付すること。 

２ 本文第３第７項に示す官側施設内で役務を提供する委託先が責任を負うべ

き検査項目を、⑴、⑵、⑶、⑹、⑾、⒀、⒁、⒂及び⒃とする。 

３ ⑶、⑷又は⑹の詳細については、属紙様式により報告する。 

４ 保全検査官の氏名欄は自著又はこれに代えて本人確認が可能となる記録

（例：記名押印）とする。



 

 

属紙様式 

１ 特定秘密の適格証明書の取扱いの状況 

前回検査時発行枚数 前回検査時以降発行枚数 前回検査時以降回収枚数 
検査時発行枚数 

    

 

２ 特定秘密文書等の保管の状況 

（１）文書、図画又は電磁的記録 

 

Ａ Ｂ Ｃ 保管数 

前回検

査時の

保管数 

増加要因 減少要因 Ａ＋Ｂ－Ｃ 

供与 複製 作成 接受 計 
返却/ 

提出 
解除 廃棄 送達 

その他 

(  ) 
計  

件数              

部数              

備考  

（２）物件 

 

Ａ Ｂ Ｃ 保管数 

前回検

査時の

保管数 

増加要因 減少要因 

Ａ＋Ｂ－Ｃ 
供与 複製 作成 接受 計 

返却/ 

提出 
解除 廃棄 送達 

その他 

(  ) 
計 

件数              

部数              

備考  

２
２

 



 

 

注：１ Ｂ欄の「供与」には、防衛省から貸与された文書等の数を計上する。同じく「接受」には、下請負者（又は元請負者）

から送達された文書等の数を計上する。 

２ Ｃ欄の「返却／提出」には、防衛省に返却した文書等及び契約において製作又は複製した文書等で官に提出したものの

数を計上する。同じく「送達」には、下請負者（又は元請負者）に送達した文書等の数を計上する。 

３ Ｃ欄の「その他（ ）」には、紛失等の事故により減少した文書等の数を計上し、（ ）内に事故の事由を記載する。 

 

２
３

 



２４ 

 

付紙様式第７ 

 

 

保全検査結果報告書（   年度  ／四半期） 

 

【契約担当官等の代理者：            】 

 

１ 保全検査結果 

委託先名 
保全検査結果 

 年  月  年  月  年  月 

    

    

    

    

 

２ 要改善・不良事項 

委託先名 
検査 

年月日 
保全検査事項 

要改善又は不良の

具体的な内容等 
確認等の状況 

     

     

     

 

注：１ 第１項の保全検査結果欄は、次のとおり記載する。 

「良 好」：全ての保全検査事項について評価がＡのとき。 

「要改善」：評価がＢの事項があるが、評価がＣの事項がないとき。 

「不 良」：評価がＣの事項があるとき。 

２ 第２項は、第１項の保全検査結果欄において「要改善」又は「不良」とし

た事項について、当該評価となった具体的な内容等を記載する。 

３ 確認等の状況欄は、「是正確認済」、「改善要求中」、「○月○日確認予定」等

を記載する。 

４ 必要に応じ、付紙様式第５及び付紙様式第６に定める保全検査報告書を添

付する。 

」 


